	別記様式第14号（第30条関係）

	教育・保育施設等利用継続申込書

	

	北　見　市　長　　様
教育・保育施設等の長　　様

	北見市より、子どものための教育・保育給付認定を受けていますので、次のとおり施設の利用の継続を申し込みます。

	〈保護者及び利用継続児童〉※該当する項目に☑を付けてください。
	申込日　
	　　　　　年　　　月　　　日

	フリガナ
	
	利用継続児童との続柄
	生年月日

	保護者氏名
	
	□父　　□母　　□祖父　□祖母
□里親　□その他（　　　　　　）
	　　　　　　年　　　月　　　日

	連絡先
	自宅：　　　－
	父：　　　　－　　　　－
	母：　　　　－　　　　－

	
	その他（　　　）：　　　　－　　　　－　　　　　 　※（　）内には、利用継続児童との続柄を記入してください

	フリガナ
	
	生年月日
	性別

	児童氏名
	
	　　　　　　　年　　　月　　　日
　　　年4月1日時点での満年齢　満　　　歳
	男　・　女

	

	利用継続施設名
	※転園を希望する場合は、転園申込書を併せて提出してください。

	〈利用継続児童の健康・発達状況〉

	1．現在、持病等がありますか。（風疹、はしか等の一時的なものは除く。）

	　　□ない　　□ある　→　□ぜんそく　□アトピー　□てんかん　□けいれん　□心臓病

	　　　　　　　　　　　　  □アレルギー［卵・牛乳・大豆・小麦・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）］

	　　　　　　　　　　　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	2．健診等で何か指摘はありましたか。

	　　□未受診（理由：　　　　　　　　　）　□いいえ　　□はい（　　　歳　　　か月頃）

	　　指摘内容（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	3．発達、発育に関する相談や指導を目的に、医療機関や専門の機関（病院、子ども総合支援センター「きらり」、児童相談所等）を利用している、もしくは利用したことがありますか。

	　 □利用していない、利用したことはない

	　 □利用したことがある（ 　　　　　　年　　　月　　　日　から　　　　　　　年　　　月　　　日ころまで）

	　　　 利用内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	　 □利用している（ 　　　　　　年　　　月　　　日　から）

	　　　 利用内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	4．申込み時点で児童が3歳未満の場合は、現在の児童の状況をお答えください。

	ゆっくり動かされた物を目で追いますか
	□はい　□いいえ
	お父さんお母さんの後追いをしますか
	□はい　□いいえ

	あやすと、声を出して笑いますか
	□はい　□いいえ
	人見知りをしますか
	□はい　□いいえ

	お母さんの声のする方に振り向きますか
	□はい　□いいえ
	喃語（マンマンなど）でおしゃべりをしますか
	□はい　□いいえ

	バイバイ、こんにちはなどの身振りをしますか
	□はい　□いいえ
	後ろから名前を呼んだら振り向きますか
	□はい　□いいえ

	簡単な言葉（おいで、ちょうだいなど）がわかりますか
	□はい　□いいえ
	積み木を横に並べて汽車に見立てたりして遊びますか
	□はい　□いいえ

	指をさすと、その方向を見ますか
	□はい　□いいえ
	テレビや大人の身振りのまねをしますか
	□はい　□いいえ

	意味のある言葉（ブーブーなど）をいくつか話しますか
	□はい　□いいえ
	2語文（ワンワンキタなど）をいいますか
	□はい　□いいえ

	5．申込み時点で児童が3歳以上の場合は、現在の児童の状況をお答えください。

	クレヨンなどで丸（円）を描きますか
	□はい　□いいえ
	じゃんけんの勝ち負けあそびができますか
	□はい　□いいえ

	自分の名前が言えますか
	□はい　□いいえ
	一度に複数の指示を聞き、行動できますか
	□はい　□いいえ

	ごっこ遊び（ままごとなど）ができますか
	□はい　□いいえ
	苦手なことや嫌いなことにも、挑戦しようとしますか
	□はい　□いいえ

	自分の経験したことをお父さんお母さんに話しますか
	□はい　□いいえ
	ルールのある遊び（オニごっこなど）ができますか
	□はい　□いいえ

	友達とごっこ遊びをしますか
	□はい　□いいえ
	しりとりあそびができますか
	□はい　□いいえ

	6．心配事や、注意してほしいことなどありましたら詳しく記入してください。

	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	

	保育園等利用に関する確認票（※すべての事項をよくお読みの上、☑をつけてください。）

	□
	家庭状況等申込内容に変更が生じた場合は、速やかに保育課、または利用中の施設へ申し出、必要な手続きを行ってください。※手続きを怠った場合、教育・保育給付認定の取り消し及び退園となることがあります。

	□
	離婚されてもお子様と同居している場合、別居していても離婚が成立していない場合には、父母の税額を合算し保育料を算定します。

	□
	求職活動中の方の入園承諾期間は、求職活動開始日から90日です。90日目の属する月の末日までに雇用証明書を提出してください。※提出されない場合は退園となります。



